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Ⅰ．鑑定評価額

金 ４,２２０,０００円 （＠２,０００円/㎡）

当該鑑定評価額は、後記Ⅲ２記載の条件を前提とするものです。

Ⅱ．対象不動産の表示

区分 所在及び地番 地 目 評 価 数 量

土地 阿蘇郡南阿蘇村大字立野字古村１５８４番１ 宅 地 ２,１０８.１９㎡
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Ⅲ．鑑定評価の基本的事項

１．対象不動産の種別及び類型

（１）種 別

農家集落地

（２）類 型

更 地

２．鑑定評価の条件

（１）対象確定条件

対象不動産の現状を所与として鑑定評価を行う。

（２）地域要因又は個別的要因についての想定上の条件

な い

（３）調査範囲等条件

な い

（４）その他の条件

な い

３．価格時点

令和６年２月１日

４．価格の種類

正常価格

Ⅳ．鑑定評価の依頼目的等

１．依頼目的

売買の参考として

２．依頼者以外の提出先等

な い

３．公表の有無

な い
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Ⅴ．鑑定評価の依頼目的及び依頼目的に対応した条件と価格の種類との関連

本件鑑定評価は、前記依頼目的に対応した条件により、現実の社会経済情勢の下で合理的

と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求め

るものであり、求める価格は正常価格である。

Ⅵ．鑑定評価を行った年月日

令和６年２月１３日

Ⅶ．関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等

１．関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等

関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係又は対象不動

産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無：いずれもない。

２．依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係

依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関

係及び取引関係の有無：いずれもない。

３．提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係

本鑑定評価書が依頼者以外の者へ提出される場合における当該提出先又は本鑑定評価額

が依頼者以外の者へ開示される場合の当該相手方と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定

業者との間の特別の資本関係、人的関係及び取引関係の有無：いずれもない。
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Ⅷ．対象不動産の確認

１．物的確認

（１）実地調査

①実地調査日：令和６年１月１８日

②実地調査を行った不動産鑑定士：津留 伴一

③立会人の氏名及び職業：貴庁 定住促進課 課長 梅田 雄治 様

④実地調査を行った範囲

境界部分及び対象不動産内について実地調査を行った｡

（２）確認に用いた資料

令和６年２月１日時点における登記事項証明書、公図、境界確定図

（３）確認資料との照合事項及び照合結果

①照合事項

位置・形状・規模

②照合結果

現地踏査の結果、確認資料と照合して、照合事項について概ね一致を確認した。

（４）評価上採用する数量

登記簿数量

２．権利の態様の確認

（１）所有権

①所有者

南阿蘇村

②確認に用いた資料及び確認日

ａ．確認に用いた資料

令和６年２月１日時点における登記事項証明書

ｂ．確認日

令和６年２月１日

（２）所有権以外の権利

な い

３．当事者間での事実の主張が異なる事項

特になし。
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Ⅸ．鑑定評価額の決定の理由の要旨

〔Ⅰ〕価格形成要因の分析

１．一般的要因の分析

地価形成に影響を与える一般的要因のうち主要な経済動向は次のとおりである。

（１）社会経済情勢

概況及び今後の
動 向 等

動向等

概 況 政府は本年1月25日にまとめた1月の月例経済報告で、景気はこのところ一部に足
踏みもみられるが、緩やかに回復しているとの認識を示した。
個人消費は、持ち直している。
消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得はこのところ持ち直しの動きに足踏
みがみられる。又、消費者マインドは持ち直している。
設備投資は、持ち直しに足踏みがみられる。需要側統計である「法人企業統計季
報」（7－9月期調査、含むソフトウェア）でみると、2023年7－9月期は前期比1.4
％増となった。業種別にみると、製造業は同0.4％減、非製造業は同2.4％増とな
った｡
住宅建設は、弱含んでいる。持家の着工はこのところ弱含んでいる。貸家の着工
は横這いとなっている。分譲住宅の着工は弱含んでいる。総戸数は11月は前月比
4.0％減の年率77.5万戸となった。
公共投資は、底堅く推移している。11月の公共工事出来高は前月比0.6％減、12月
の公共工事請負金額は同9.2％増、11月の公共工事受注額は同23.0％増となった。
輸出はこのところ持ち直しの動きに足踏みがみられる。輸入は概ね横這いとなっ
ている。貿易・サービス収支は赤字となっている。
生産は持ち直しの兆しがみられる。鉱工業生産指数は、11月は前月比0.9％減とな
った｡
企業収益は、総じてみれば改善している。企業の業況判断は、改善している。倒
産件数は増加がみられる。
雇用情勢は改善の動きがみられる。完全失業率は11月は前回から横這いの2.5％と
なった。労働力人口、就業者数及び完全失業者数は増加した。就業率は緩やかに
上昇している。新規求人数及び有効求人倍率は横這い圏内となっている。民間職
業紹介における求人動向は持ち直している。製造業の残業時間は減少した。
国内企業物価は、横這いとなっている。消費者物価は、このところ緩やかに上昇
している。

今後の動向等に 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、
ついて 緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響

や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリ
スクとなっている。又、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動
等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和６年能登半島地震の経済に与
える影響に十分留意する必要がある。
日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2％
の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
こうした取り組みを通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起
する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、
デフレ脱却につなげる。

熊本経済の概況 日本銀行熊本支店が令和5年12月3日に公表した熊本県の金融経済概観によると、
熊本県内の景気は、緩やかに回復している。先行きについては、海外の経済動向
や資源価格の動向等の影響を注視していく必要がある。個人消費は緩やかに回復
している。観光は増加している。住宅投資は持ち直しの動きがみられている。公
共投資は横這い圏内の動きとなっている。設備投資は増加している。生産は一部
に弱めの動きがみられるものの、高水準で推移している。雇用・所得情勢をみる
と、改善の動きがみられている。
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（２）地価の推移・動向

地価動向全般に 国土交通省が昨年９月１９日に公表した令和５年の地価調査（昨年７月１日時

ついて 点）によると、全国平均（全用途）で１.０％上昇し（前年は0.3％の上昇）、
２年連続の上昇となった。
全国的には、住宅地は０.７％の上昇（同0.1％の上昇）、商業地は１.５％の上

昇（同0.5％の上昇）と住宅地・商業地ともに２年連続の上昇となった。３大
都市圏においては住宅地が２.２％の上昇（同1.0％の上昇）で、商業地は４.０
％の上昇（同1.9％の上昇）と、住宅地は２年連続、商業地が１１年連続して

上昇し、上昇率は拡大した。
住宅地は、東京圏が２.６％の上昇（同1.2％の上昇）、大阪圏が１.１％の上昇

（同0.4％の上昇）、名古屋圏が２.２％の上昇（同1.6％の上昇）となっており、
東京圏、名古屋圏で３年連続上昇し、上昇率が拡大した。大阪圏では２年連続
の上昇となった。

商業地は､東京圏が４.３％の上昇（同2.0％の上昇）、大阪圏が３.６％の上昇
（同1.5％の上昇）、名古屋圏が３.４％の上昇（同2.3％の上昇）と東京圏、名

古屋圏で上昇が継続し、上昇率が拡大した。大阪圏では２年連続の上昇となっ
た。
地方圏においては、住宅地が０.１％の上昇（同0.2％の下落）となり、商業地

は０.５％の上昇（同0.1％の下落）といずれも上昇に転じた｡
景気が緩やかに回復するなか、国内投資と訪日客、再開発を追い風に地価回復
の波が地方にまで広がっている。

熊本県の地価動向に 同じく令和５年の地価調査によると、県内の地価は全用途平均で１.２％の上

ついて 昇となり（前年は0.4％の上昇）、２年連続の上昇となった。
住宅地が０.７％上昇し（同0.2％の上昇）、商業地は１.７％の上昇（同0.1％
の上昇）と住宅地・商業地ともに２年連続の上昇となった。

工業地は５.１％上昇（同4.3％の上昇）となり、ＴＳＭＣの菊陽町進出の波及
効果等が継続している。

住宅地は熊本市が１.８％の上昇（前年は1.2％の上昇）と上昇を続けており、
中央区が３.２％（同2.4％）、東区が２.４％（同1.2％）、西区が０.６％（同
0.6％）、南区は１.３％（同0.5％）、北区は１.３％（同1.1％）と西区を除き、

上昇率は拡大している。商業地は熊本市が２.９％の上昇（前年は1.1％の上昇）
となり、中央区が２.５％（同1.0％）、東区は６.０％（同1.5％）、西区は０.８
％（同0.9％）、南区は１.２％（同0.8％）、北区は３.２％（同1.4％）と西区

を除き、上昇率は拡大している。
熊本市以外では、ＴＳＭＣの進出に伴い、更なる発展が期待される菊陽町の住

宅地が１２.８％の上昇（同7.7％の上昇）、商業地が２５.５％の上昇（同13.6
％）、工業地は地点の変更がなされている。大津町の住宅地は１０.０％の上昇
（同5.5％）、商業地が３０.２％の上昇（同10.7％）、工業地が３１.１％の上

昇（同19.6％）、合志市の住宅地は８.４％（同6.6％）、商業地が３.４％の上
昇（同2.1％）と、工業地を中心に高い上昇率となり、大津町の商業地は全国

一の上昇率である。一方、令和２年７月の豪雨により被災の大きかった球磨村
の住宅地は２.４％の下落（同4.6％の下落）、人吉市の住宅地は横這い（同0.2
％の下落）、商業地は１.６％の下落（同3.2％）と下落率は大幅に改善された。

南阿蘇村の地価動向 南阿蘇村の地価は、住宅地、商業地とも熊本地震直後は下落率が拡大したもの

について の、その後の迅速な復興・復旧事業により道路網や交通網が回復するとともに、
一時期コロナ禍の影響もみられたものの、最近では規制緩和により観光業を中
心として経済も回復しつつあり、現在は概ね横這い傾向に推移している。
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表－１．南阿蘇村の地価【基準地価格（各年7月1日）】及び全国並びに熊本市の消費者物価

指数の対前年変動率（％）

（年） 29年 30年 R1年 2年 3年 4年 5年

基準地価格 （住宅地） ▲1.3 ▲0.6 ▲0.2 ▲0.2 ▲0.1 ▲0.1 0.0

〃 （商業地） ▲1.4 ▲2.7 ▲2.2 ▲2.2 ▲0.4 ▲0.4 0.0

消費者物価指数(全国) 0.5 1.0 0.5 0.0 ▲0.2 2.5

〃 （熊本市） 0.2 0.6 0.2 ▲0.3 ▲0.5 2.2
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２．地域分析

（１）対象不動産が所在する南阿蘇村の概況

①沿革

南阿蘇村は、平成１７年２月に阿蘇郡白水村、久木野村、長陽村の三村合併により誕生

した。熊本県北東部に位置し、東は高森町、西は西原村及び大津町、南は山都町、北は

阿蘇市にそれぞれ接しており、「阿蘇くじゅう国立公園」阿蘇カルデラの南に位置し、

雄大な南阿蘇の山と緑、そして「日本名水百選」に選定されている白川水源などに象徴

される豊かな自然環境に恵まれ、その大半を農用地、森林が占めている。

②人口の状態

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

人 口 10,837 10,592 10,375 10,248 9,759 9,657 9,594

世帯数 4,465 4,422 4,436 4,506 4,060 4,109 4,137

人口変動率 -5.4 -2.3 -2.0 -1.2 -4.8 -1 -0.7

（単位 人口：人、世帯数：戸、人口変動率：％）

※各年４月１日現在（熊本県推計人口調査）

当町の人口及び世帯数の推移は上記のとおりで、人口は減少傾向にあり、世帯数はここ

数年微増している。

③交通施設の状態

旧長陽村をＪＲ豊肥本線が縦断しており、「立野」駅から南阿蘇鉄道高森線が分岐し、

「高森」駅まで往復していたが、熊本地震によって土砂災害を始めとする甚大な被害が

発生した。その後、「中松」駅～「高森」駅間が部分復旧し、平成３０年３月には「立

野」駅～「中松」駅間の復旧工事も着手され、令和５年７月１５日に全線開通となり、

豊肥本線「肥後大津」駅までの乗り入れも可能となり、利便性の向上が図られるように

なった。

バスは産交バスに委託したコミュニティバス（ゆるっとバス）が運行しているが、本数

は少ない。
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④道路整備の状態

国道５７号が北西端部（旧長陽村）を通過し、国道３２５号が中央部を横断している。

いずれも主要な幹線道路として機能していたが、熊本地震の発生により分断され、交通

機能に障害が生じていた。復旧に関しては、国道５７号と国道３２５号を結び、新橋完

成までの迂回路となる長陽大橋ルート（村道栃の木・立野線）が平成２９年８月に応急

復旧として開通し、引き続き恒久復旧に向けた工事が行われている。また、土砂崩れで

通行不能となっていた国道５７号線の北側を通る新ルートについては令和２年１０月

に、崩落した阿蘇大橋の代わりとなる新橋架設（新阿蘇大橋）は令和３年３月に開通し、

観光客の一層の増加が期待される。

⑤上下水道ガス等の整備の状態

上水道は旧長陽村等の一部地域で村営上水道があり、その他の地域は簡易水道が広く利

用されている。村営上水道の給水人口は６０９人、簡易水道の給水人口は７,２８６人

で、全体の普及率は約８４.２％となっている（令和５年３月末）。

下水道は白水地区の一部に農業集落排水があるが、他の地域は浄化槽利用である。

都市ガスはない。

⑥商業施設の状態

南阿蘇村においては商業施設の集積はみられず、幹線道路沿いの国道５７号や国道３２５

号及び各県道沿いにコンビニエンスストア、観光客向けの店舗等が点在するほか、集落

内に既存の小規模日用品店舗等が点在する程度である。しかし村の北西部には宿泊施設

を完備した大型レジャー施設「阿蘇ファームランド」があり、この他にも温泉施設等が

多数あって、県内外から多くの観光客を集客し、施設内では地元特産品や各種食料品等

が販売されている。これらの施設は熊本地震で被災、観光客も減少し、営業を休止した

施設もみられるが、災害からの復旧の進展等により、観光客は回復傾向にあった。しか

しながら、令和２年以降、新型コロナウイルスにより一時期観光客が減少していたが、

コロナの規制緩和と交通利便性の向上に伴い、観光客等も回復しつつある。

⑦商圏及び顧客の状態

南阿蘇村の集落内にある小規模日用雑貨店舗の商圏は、旧村の範囲か地元集落内である。

また、国道及び県道沿いの飲食店舗・観光施設・温泉施設等は県内外の観光客向けとな

っている。なお、スーパーや大型店舗等は大津町または高森町の商圏下にある。
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⑧将来の動向その他

南阿蘇村は、雄大な景観や豊かな自然環境に恵まれていることや、俵山トンネルの開通

により熊本市方面からのアクセスが飛躍的に向上したことなどから、別荘地開発が多く

みられるようになっていたが、別荘地に利用されている外輪山山麓の多くが災害発生の

危険性が高いエリアであり、熊本地震による影響もあって、一時期、別荘地需要が減少

したものの、最近は菊陽町の半導体メーカーＴＳＭＣの進出に伴い、本村にも居住目的

の住宅需要がみられるようになった。

なお、少子化に伴い、平成２４年度より立野小学校・長陽西部小学校・長陽小学校が統

合され、南阿蘇西小学校となっており、両併小学校、白水小学校、中松小学校は令和３

年４月に白水小学校として統合された。
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（２）対象不動産に係る市場の特性

① 同一需給圏の判定

同一需給圏すなわち対象不動産と代替・競争の関係が成立する不動産の存する圏域を

対象不動産に関する典型的な市場参加者の視点に立って把握すれば、南阿蘇村のうち

旧長陽村を中心とした農家住宅、一般住宅に農地、空地等もみられる農家集落地域一

帯と判定した。

② 同一需給圏における市場参加者の属性及び行動

ア．売買市場における典型的な市場参加者

典型的な市場参加者は、地元の４０才前後の兼業農家等の従事者を中心に、一部地縁

血縁を有する村外のサラリーマン等の参入も想定されるが、他地区からの転入は比較

的少ないものと考えられる。

イ．賃貸市場における典型的な市場参加者

上記アにおける典型的な市場参加者と同様であると想定される。

③ 同一需給圏における市場の需給動向

ア．売買市場の現況と需給動向

農家集落地域においては、日照・通風や利便性等に恵まれた一部の地域を除き、人口

減少等を反映して住宅需要等が落ち込んでおり、需給は全般的に弱含みにあり、取引

価格も相対的に割安となる。取引される価格帯も取引の規模や取引の事情等に左右さ

れ、中心となる価格帯は見いだせない状況下にある。

イ．賃貸市場の現況と需給動向

自用の建物が大半であり、一戸建ての貸家などが点在する程度で、賃貸市場は未成熟

である。

④ 同一需給圏における地価の推移・動向

南阿蘇村の中心地から離れており、又、人口減少等を反映して需要は低迷しており、

土地取引等は少なく、地価は下落傾向に推移していたが、最近では割安感などにより、

概ね横這い傾向に推移している。

なお、直近では地価におけるコロナ禍の影響はほとんどみられない。
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（３）近隣地域の状況

① 近隣地域の範囲

対象不動産の属する近隣地域の範囲は、立野地内のうちＪＲ豊肥本線「立野」駅の南側

背後に位置する農家集落地域一円で、同不動産の中心から東方約１００ｍ、西方約２００

ｍ、南方約１００ｍ、北方至近の範囲である。

② 地域の特性等

最寄駅へは近いものの、南阿蘇村や旧長陽村の中心地からは遠距離にあり、利便施設等

への接近性にも恵まれておらず、地域内に一般住宅や農家住宅、村営団地等がみられる

ものの、農地や空地等も介在している。

○ａ街路条件

近隣地域の標準幅員は約８.５ｍ（片側歩道付）で、地域内の道路系統・連続性は普

通である。

○ｂ交通・接近条件

最寄駅や最寄バス停へは近いものの、利便施設等への接近性は劣っている。

○ｃ環境条件

（a）供給処理施設

上水道は整備されているが、都市ガス・公共下水道は未整備

（b）危険・嫌悪施設

特にない

○ｄ行政的条件

都市計画区域外

阿蘇くじゅう国立公園普通地域

○ｅその他の条件

南阿蘇村の防災マップによると、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域には指定されて

いない。
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③ 将来動向等

地域要因に大きな変化はなく、当分の間概ね現状維持的に推移していくものと予測され

る。

④ 標準的使用及び標準的画地

○ａ標準的使用

低層戸建住宅地

○ｂ標準的画地

近隣地域のほぼ中央に位置し、幅員約８.５ｍ（片側歩道付）の北東側舗装道路に概

ね等高に接面する規模５００㎡程度（間口約２０ｍ、奥行約２５ｍ）の中間画地



- 15 -

３．個別分析

（１）対象不動産の状況

① 近隣地域における位置

近隣地域の北端に位置する。

② 土地の状況

対象不動産は従前村営団地として使用されていたが、現在は空地となっている。

○ａ街路条件

北東側で旧村道用地を介して、幅員約８.５ｍ（片側歩道付）の村道に、南側で幅員

約２ｍ～４ｍの道路に、それぞれ接面する。

○ｂ交通・接近条件

ＪＲ豊肥本線「立野」駅まで約２５０ｍ（徒歩約３分）、「立野」バス停まで約６００

ｍ（徒歩約８分）、最寄商業施設「道の駅あそ望の郷くぎの」まで約１１.５㎞、南

阿蘇村役場まで約７.５㎞であり、近隣地域の標準的画地とほぼ同じ。

○ｃ環境条件

地勢は概ね平坦であるが、敷地内に段差や隣接地との間に法地を含んでいる。

○ｄ行政的条件・その他の条件

近隣地域の標準的画地と同じ。

ただし、南側の道路及び南西側の隣接地との間には２ｍ前後の高低差が生じているこ

とから、熊本県建築基準条例第２条（がけに近接する建築物）の適用を受ける可能性

がある。

○ｅ画地条件

間口約５８ｍ、奥行約４６ｍ（最深部）の不整形地であり、上記北東側道路に旧道を

介して、やや低く接面する。

敷地規模は標準的画地に比して規模大である。
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③ 埋蔵文化財の有無及びその状態

南阿蘇村教育委員会へ出向いて調査したところ、周知の埋蔵文化財包蔵地ではないこと

が判明した。

したがって、埋蔵文化財については、対象不動産の価格形成に大きな影響を与えること

がないとされるので、価格形成要因からは除外して鑑定評価を行なう。

④ 土壌汚染の有無及びその状態

土地の登記簿で過去の土地所有者名を調査した。登記簿によると、対象不動産は長期間

宅地（村営団地）として使用されており、土壌汚染の可能性のある用途で使用された可

能性は少ない。

現地調査の結果からも、土壌汚染が存する可能性があるとは判断できなかった。

したがって、鑑定評価を行うに際しては、当該土壌汚染にかかる要因は考慮外とする。

⑤ その他（地下埋設物・越境物等）

現地調査の際の外観から、旧住宅団地跡のアスファルト舗装部分や水道管等の構造物が

残置してある。

又、対象不動産及びその周辺には農家住宅、一般住宅等が建築されており、特に利用の

制約となる事項の存在は確認できなかったので、標準的な建築費での建築が可能なもの

と判断した。

その他、越境物等は特にない。

⑥ 標準的画地と比較した増減価要因

○イ街路条件が劣る

○ロ規模大である

○ハ不整形地である

○ニ埋設物等の撤去を要する

○ホ地勢が劣る

なお、評価対象物件は南側道路に接面しているが、周辺の利用状況等からみて、方位に

よる増価は生じていないものと判断した。
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（２）対象不動産の市場分析

① 対象不動産に係る典型的な需要者層

対象不動産の立地条件、規模等から判断して、村内居住者等が中心で、不動産仲介業者

の参入も想定される。

② 代替・競争関係にある不動産との比較における優劣及び競争力の程度

対象不動産は南阿蘇村の中心地から離れており、交通接近条件等にも難があり、かつ同

不動産の有する規模大等の個別的要因などから、村内居住者等を中心とした市場参加者

の参入も厳しいものと考えられ、代替・競争関係にある不動産との比較における優劣及

び競争力の程度は劣るものと判断した。

（３）最有効使用の判定

近隣地域の標準的使用及び将来的動向及び規模等を考慮して、低層戸建住宅等の敷地で

あると判定した｡
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〔Ⅱ〕評 価

（評価の方針）

評価対象物件の類型は更地であり、本件評価にあたっては、近隣地域の標準的使用にお

ける標準価格を査定し、次に同物件の個別的要因に基づく格差修正を行って、鑑定評価額

を決定する。

なお、評価対象物件は既成市街地に所在し、土地の再調達原価の把握が困難であること

から、原価法は採用しなかった。

又、収益還元法の適用に当たっては、賃貸市場が未成熟で、収益物件の取引がほとんど

なく、適切な収益価格を求めることができず、採用しなかった。
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（１）近隣地域の標準的使用における標準価格の査定

以下の通り、比準価格が査定され、比準価格のみによったので、再度検討を行った。

比準価格は同一需給圏内の類似地域の取引事例を収集して求めたもので、要因格差の補修

正は適正であり、比準価格の精度は高いといえる。

よって、比準価格を重視し、基準地の標準価格を比準とした価格との均衡にも十分留意の

うえ、標準価格を５,７００円/㎡と査定した。

基準地の標準価格を比準とした価格 ５,７４０円/㎡ 付属資料(1)別表[1]参照

取引事例比較法を採用して求めた比準価格 ５,７００円/㎡ 付属資料(1)別表[2]参照
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（２）評価対象物件の鑑定評価額の決定

標準価格の形成要因と比較して、評価対象物件は以下の通り価格修正を必要とする個別的

要因があるので、標準価格に対し３５％の格差修正率を乗じ、単価を２,０００円/㎡と求め、

これに評価数量２,１０８.１９㎡を乗じて、端数を整理のうえ、鑑定評価額を、

４,２２０,０００円（＠２,０００円/㎡）と決定した。

増減価要因 増減価率(％) 増 減 価 率 の 査 定 の 根 拠

○イ街路条件が劣る ▲５ 評価対象物件は幅員約８.５ｍの村道に直接接面しておらず、

南側で幅員約２ｍ～４ｍの道路に接面しているのみで、標準的

画地に比して利便性が阻害されるので、その程度について、取

引事例、国土交通省監修の「土地価格比準表」、評価先例等の

諸資料を参考に減価率を査定した。

○ロ規模大である ▲２０ 評価対象物件は標準的画地に比して４倍程度の規模大であり、

利用効率が阻害されるとともに、単価と総額との関連において

市場参加者の減退がみられるので、その程度について、上記諸

資料を参考に減価率を査定した。

○ハ不整形地である ▲５ 評価対象物件は不整形地であり、標準的画地に比して利用効率

が阻害されるので、その程度について、上記諸資料を参考に減

価率を査定した｡

○ニ埋設物等の撤去 ▲３０ 評価対象物件内に構造物等が残置してあり、同物件の最有効使

を要する 用の観点からみて支障となり、撤去が必要となるので、その程

度について、当該撤去費用の見積額等を参考に減価率を査定し

た。

○ホ地勢が劣る ▲３０ 評価対象地は法地や段差を生じており、標準的画地に比して地

勢が劣るので、その程度について、上記諸資料を参考に減価率

を査定した｡

(１００%－５%) × (１００%－２０%) × (１００%－５%)

格 差 修 正 率 × (１００%－３０%)× (１００%－３０%)

≒ ３５％
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Ⅹ．付記事項

不動産鑑定士の役割分担表

業 者
業者名

不動産鑑定士の 署名不動産
業務内容

分 類 氏 名 鑑定士

・鑑定評価の基本的事項の確定から
受 託 (有)地域クリエイト 津留 伴一 ○ 鑑定評価額の表示に至る鑑定評価

科学研究所 の全ての段階
業 者

・受託審査、鑑定評価報告書の審査



- 22 -

付 属 資 料

(１) 土地価格資料 別表［１］～ 別表［２］ ４ 葉

(２) 対象不動産の所在位置図 １ 葉

（３） 同 公 図 写 １ 葉

（４） 同 地 積 測 量 図 写 ３ 葉

（５） 同 現 況 写 真 １ 葉

（６） 適正取得証明書 １ 葉



付属資料（１）別表［１］基準地の標準価格を比準とした価格

基準地〔番号 南阿蘇(県)－５〕との地価形成要因の比較

時点 年/月 推定価格 個別的要因 推定標準

(１)格差と 価格

価格(円/㎡) (円/㎡) 修正率 (ｲ) (円/㎡)

R5/7 (月率 ％) 規模 -5

方位 +3 +10

6,200 6,200 100/100 100/ 98 100/ 110 100/ 108 5,740

　「立野」バス停の北東方約６００ｍ

供給処理施設    上水道が整備されている

形 状・規 模    間口１：奥行２、９０６㎡

環 境 条 件 　 農家住宅の中に一般住宅が混在する住宅地域

公法上の規制    都市計画区域外、国立公園普通地域

交 通 条 件   ＪＲ豊肥本線「立野」駅の北東方約８４０ｍ

街 路 条 件    南側が幅員５ｍの村道に接面

100 /100

所在及び地番    阿蘇郡南阿蘇村大字立野字本村８６１番

0.00

利用の状態

各画地の配置及び

総合修正率

(２)格差と

修正率 修正率 (ﾛ) (ﾊ)

時　点 個別的要因 地域要因格差

(ｲ)×(ﾛ)×(ﾊ)
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付属資料（１）別表［２］取引事例比較法を採用して求めた比準価格

（1）比準価格の査定

　 表－(ａ)　取引事例の概要

規　模

交通条件 ｢下野踏切横｣バス停｢下野踏切横｣バス停｢ＪＡ長陽給油所前｣｢栃木入口｣バス停の

の南西方約1.2㎞ の南西方約2.0㎞ バス停の南西方 の南方約700ｍ

約300ｍ

道路条件

自然的条件 地勢は概ね平坦 地勢は平坦 地勢は平坦 地勢は平坦

環境条件

公法上の規制

国立公園普通地域 国立公園普通地域 国立公園普通地域 国立公園普通地域

画地条件

不整形地 ほぼ長方形地 袋地 不整形地

中間画地 中間画地 中間画地 中間画地

方位 南東 方位 東 方位 南 方位 南

山林の中に一般住
宅に別荘等がみら
れる地域

一般住宅に農家住
宅等が点在する地
域

山林の中に一般住
宅が点在する地域

幅員２.５ｍの舗装
道路に接面し、系
統・連続性は劣る

幅員２ｍの舗装道
路に接面し、系
統・連続性は劣る

都市計画区域外 都市計画区域外 都市計画区域外 都市計画区域外

農家住宅、一般住
宅に農地等も多く
みられる地域

間口約3m×奥行62m 　　 間口約15m×奥行22m　　 間口約5.5m×奥行42m 間口約21m×奥行26m　　

取引事例の所在 南阿蘇村立野 南阿蘇村立野 南阿蘇村河陽

７５０㎡

南阿蘇村河陽

幅員３ｍの舗装道
路に接面し、系
統・連続性は劣る

幅員４.５ｍの舗装
道路に接面し、系
統・連続性は劣る

６００㎡３５０㎡ ６６０㎡

　下表－(ａ)の取引事例を基にそれぞれの取引事例価格に事情補正、時点修正、その他各補修正

を行って求めた価格は表－(ｂ)のとおり5,580円/㎡～5,800円/㎡と査定され、試算価格相互に開

差が生じたので、再度採用資料、試算課程等について検討を行ったところ、Ｘ１、Ｘ２は取引時

点がやや古い。Ｘ３は取引時点が価格時点に最も近く、かつ地域要因格差も比較的小さく、規範

性が高い。Ｘ４は地域要因格差がやや大きく、規範性に欠ける。よって、Ｘ３から求めた試算価

格を中心に、他の試算価格を参考として、比準価格を５,７００円/㎡と査定した｡

符　号 Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４
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　 表－(ｂ)　標準価格査定表

100 100 100 100
100 100 100 100

100 100 100 100
100 100 100 100

100 100
‾ 100 ‾ 100

100 100 100 100
100 100 100 100

100 100 100 100
78 101 90 98

100 100 100 100
88 87 90 65

100 100 100 100
69 88 81 64

事情補正及び時点修正並びに建付減価

　変動率（時点修正率）は、国土交通省発表の公示標準地の地価動向、変動率及び当該地域の特性
　などを総合的に勘案して次のとおり決定した。

％)
％)
％)
％)
％)

0.00　令和4年1月～令和4年12月(月率

　令和6年1月～価格時点 　(月率 0.00

　令和2年1月～令和2年12月(月率 0.00
　令和3年1月～令和3年12月(月率 0.00

　令和5年1月～令和5年12月(月率 0.00

地域要因  

総合修正率

(9)=(6)×(7)×(8)

推定標準価格

5,800 5,610(円/㎡) 5,580

(10)=(5)×(9)

5,730

個別的要因(2)

格差修正率 　

(7)

(8)｛表(ｃ)参照｝

推定価格(円/㎡)

格差修正率

3,570

標
準
化
補
正
表
c
参
照

個別的要因(1)

格差修正率 　

(6)

Ｘ４

(1)(円/㎡)  

(5)=(1)×(2)×(3)×(4) 4,000 4,940 4,640

建 付 減 価

(4)

時 点 修 正

(3)

正　常

令和4年5月

符　号 Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

3,5704,640

令和4年11月

（年/月）

取 引 価 格 4,000 4,940

正　常正　常 正　常

(2)

取 引 時 点 令和2年7月 令和2年7月

事 情 補 正
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　 表－(c)　価格形成要因表

100 100 100 100
100 100 100 100

-15 +1 -10 -5

-5 -3 +3

+3 +3

-5

100 100 100 100
78 101 90 98

-5 -5 -5 -5

-7

-3 -5 -20

-5 -10 -10

+10

100 100 100 100
88 87 90 65

　個別的要因(1) 地域要因

(ｲ)街路条件（幅員・系統・構造等） 　(ｲ)同一需給圏内の地位

(ﾛ)最寄バス停への接近性 　(ﾛ)中心地との距離

(ﾊ)商店街・公共・公益施設への接近性 　(ﾊ)交通施設の状態

(ﾆ)自然的条件・環境条件 　(ﾆ)最寄バス停への距離

(ﾎ)供給処理施設 　(ﾎ)自然的条件

(ﾍ)公害・災害・危険嫌悪施設 　(ﾍ)各画地の配置及び利用の状態

(ﾄ)公法上の規制 　(ﾄ)街路条件

(ﾁ)その他 　(ﾁ)商店街・学校等の整備

　(ﾘ)供給処理施設の整備

　(ﾇ)公害・災害・危険嫌悪施設

　個別的要因(2) 　(ﾙ)公法上の規制

　(ｦ)用途の多様性

(ｲ)規模 　(ﾜ)その他

(ﾛ)間口・奥行

(ﾊ)形状

(ﾆ)接面道路との関係 [商業地]

(ﾎ)方位

(ﾍ)その他 　(ｶ)背後地及び顧客の質・量

　(ﾖ)経済施設の配置

　(ﾀ)繁華性の程度

(ﾊ)交通施設の状態

(ﾊ)不整形地

(ﾄ)街路条件

　　利用の状態 　　利用の状態

(ﾎ)方位

(ﾊ)交通施設の状態

(ﾍ)各画地の配置及び (ﾍ)各画地の配置及び

(ﾁ)商店街・学校等の

　　整備

(ﾍ)各画地の配置及び

　　利用の状態

   修正率 　　　　　

地域要因格差と (ﾄ)街路条件(ﾄ)街路条件(ﾄ)街路条件

(ﾊ)交通施設の状態 (ﾊ)交通施設の状態

Ｘ４

標
準
化
補
正

個別的要因(1)

個別的要因(2) (ﾎ)方位

標準的

符　号 Ｘ１ Ｘ２

標準的

(ﾎ)方位(ﾛ)間口･奥行の関係 (ﾊ)袋地

　格差と修正率 　(ﾍ)地勢が劣る

Ｘ３

標準的

　格差と修正率 　

(ﾊ)不整形地

(ﾆ)高低差

(ﾎ)方位

標準的
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